


■説明会日程（ホームページ掲載と対面説明会）

説明内容 掲載予
定日

対面説
明会

出席カード
提出期限

後期に向けて 予定
なし

本日 対面での
確認のみ

学園祭について 10/11 10/18 10/31

生活面の重要事項 11/8 11/15 11/30

冬期休暇の前に 12/6 12/13 12/22

卒業後の在留資格 1/10 1/17 1/31



■説明会出席回数と次年度奨学金（1∼3年生対象）

（１）２０２４年度の学内奨学金
本年度の出席回数が５回以下の場合「全額免除」の
対象外、０回の場合は「半額免除」も対象外となる。

（２）２０２４年度の学外奨学金
本年度の出席回数が５回以下の場合、推薦の選考
対象外となる。



■出席カード記入に関する注意

出席カードには説明会の本文を読んだ感想を必ず記入して
ください。
つまり、読んだことを証明できる内容を記入してください。
例えば記入内容が以下のような場合は出席になりません。
出席とならない例：
・何も書かれていない。
・「読みました」とだけ書かれている。
（何を読んだのか分からない）
・「よく分かりました」とだけ書かれている。
（何が分かったのかが分からない）



■定期試験における不正行為について

定期試験中に不正行為を行った場合は、
規定により当該学期の全受験科目の評点が
０点となるとともに、所定の手続きを経て、学
則により懲戒となります。この場合、九州情
報大学「外国人奨学生」の対象外となり、次
年度以降、授業料の全額免除または半額免
除を受ける資格を失います。
。



■在留資格「特定活動」に関する推薦条件変更

1.卒業後就職活動を継続するための「特定活動」

・ 2024年4月1日より大学の推薦条件が変更されます。

日本語能力試験N2またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上

⇒N1またはBJT４８０点以上（現３年生より適用）

２.卒業後「起業」活動を行うための「特定活動」

⇒ 2024年4月１日より新たに適用開始（現３年生より適用）

いずれの在留資格もCDC（就職課）より詳細説明が行われていますので、

聞き逃さないようにしてください。

（１回目：7月12日実施済、２回目：本日）



重要

１．卒業までに
申請（２か月
以内）

２．卒業後月１回
来学し報告

３．守らないと
延長不可

誓約書について



■ ２０２３年外部奨学金の状況について

奨学金名称 給付金額 希 望
者 数

推 薦
者 数
上限

推薦者
数

合 格
者 数

日本学生支援機構就職支援特
別枠（12ヵ月給付）

4万8千円/月 5 1 1 1

日本学生支援機構就職支援特
別枠（6ヵ月給付）

4万8千円/月 2 2 2 選考
中

福岡県国際交流センター 2万円/月 4 2 2 1

福岡よかトピア国際交流財団 30～50万円
/年

４ ４ 4 0

公益財団法人渕上育英会 5万円／月 ３ ２ １ １

JEES留学生奨学金(修学） ４万円/月 1 １ １ ０

（公財）平和中島財団
2024年度支給

12万円/月 1 1 1 選考
中



■ボランティアについて

（１）２０２３年度前期実施済
・軽音楽７/１０＠デイサービス
センター ペアレント
留学生２名（日本人８名）参加
（２） ２０２３年度後期の予定
・キャンパスフェスタ等

※国際交流支援室窓口のボランティアは、ポイント0.01を付与。
※ホームページまたは学生課掲示板でお知らせします。
※太宰府市関連はホームページに掲載しています。



■ 自動車、バイクで通学する場合は、学生課へ「車両通学許可

申請書」を提出し「車両通学許可証」を取得してください。

自賠責保険と自動車保険（任意保険）に加入した上で申請

してください。（50㏄以下のバイクは自賠責のみで可）

※発行手数料として500円が必要です

※年度毎の申請が必要です。

〇 自転車で通学する場合は許可証は必要

ありませんが、所定の場所に正しく止めて

ください。

自転車は「防犯登録」が必要です。

また必ず「自転車保険」に加入してください。

■自動車･バイクで通学する場合



提出書類

① 車輌通学許可申請書

②
保険証(コピー)（50cc以下のバイクは自賠責、

それ以外は任意保険）

③ 経路図

④ 誓約書（遵守事項）

⑤ 発行手数料500円（年度毎）

■自動車･バイクで通学する場合（必要書類等）



■車輌通学に関する遵守事項

１ 車輌通学許可者は、決められた駐車場内に駐車すること。
２ 自家用車は、車両通学許可証を、常に車外から学籍番号及び氏名
が確認できる位置（ダッシュボードの上部）に、提示して置くこと。

３ 駐車場内は徐行し、駐車場内の騒音（エンジンをかけたまま）で、
近隣住民に迷惑をかけないこと。

４ 学生駐車場は通常19時に施錠します。（大学行事等により、学生の
駐車場使用を制限する場合があります。

５ 駐車場内の盗難及び事故等について、大学は一切の責任を負いま
せん。

６ 一般道路においても関係法令を守り安全な車両運行に努めること。
７ 車種・車両番号・その他変更が生じた場合は、届け出を行うこと。
８ 大学が実施する交通安全教室に参加すること。



■自家用車登録済のみなさんへ

前のページで説明した「車輌
通学に関する遵守事項」を裏
面に記載した、「車両通学許
可証」を新たに作成しました。

新しい許可証を発行済の許可
証と交換しますので、自家用
車を登録済の皆さんは車両通
学許可証を持って学生課にき
てください。



■お願い

●必ず大学から連絡できるようにしておいてください！
※電話で連絡が取れない状況になった場合は、連絡がとれる友人の
電話番号や、いつも使用しているメールアドレスなど連絡してください。

●母国に一時帰国または海外旅行する場合、『帰国)届』と
「eチケットのコピー」を事前に学生課に提出してください。
国内外で災害、テロ、事故、感染症等が発生した場合など特に重要です。

●在留カードの記載が変更された場合、必ず学生課に届出
てください。（在留資格変更、在留期間更新、住所変更等）
※出入国在留管理庁への定期報告などのため必要です。

●学生課掲示板、ホームページ、メールを確認してください。
重要情報を必ずどれかでお知らせしています。



■便利なサイト

〇出入国在留管理庁の外国人生活支援ポータルサイト
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html



近寄る危険 大麻について

チラシを持ち
帰ってください


